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災
害
情
報
協
力
員
」と
し
て
活
躍

さ
れ
、
山
地
災
害
発
生
時
の
情
報

収
集
や
必
要
に
応
じ
て
県
へ
の
情

報
提
供
を
行
う
な
ど
、
地
域
の
安

全
・
安
心
な
暮
ら
し
に
貢
献
し
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
／
兵
庫
県
朝
来

農
林
振
興
事
務
所
治
山
課
（
緯
６

７
２
倆
６
８
８
４
）

　　
市
内
４
公
民
館
の
図
書
室
を

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
ま
す
。

　
７
月
1
日
か
ら
は
、
全
図
書
室

の
蔵
書
の
検
索
が
可
能
と
な
る
ほ

か
、
最
寄
り
の
図
書
室
で
借
り
て

何
れ
の
図
書
室
へ
も
返
却
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
伴
い
市
内
共
通
の
利
用

者
カ
ー
ド
を
作
成
し
ま
す
。
す
で

に
八
鹿
お
よ
び
大
屋
図
書
室
で
発

行
さ
れ
た
利
用
者
カ
ー
ド
は
そ
の

ま
ま
使
用
で
き
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各
公

民
館
へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
／
八
鹿
公
民
館

（
緯
6
6
2
倆
6
1
4
1
）養
父
公

民
館（
緯
6
6
4
倆
1
1
4
1
）大

屋
公
民
館（
緯
6
6
9
倆
0
1
2

0
）関
宮
公
民
館（
緯
6
6
7
倆
3

　
兵
庫
県
の
農
業
用
た
め
池
の
数

は
全
国
第
１
位
。

　
農
用
地
や
山
地
の
地
す
べ
り
防

止
区
域
・
山
地
災
害
危
険
地
区
も

多
く
、
毎
年
梅
雨
期
な
ど
の
出
水

に
よ
る
多
く
の
災
害
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
災
害
を
未
然
に
防

ぐ
た
め
、
た
め
池
や
山
地
災
害
危

険
地
区
で
は
、
防
災
体
制
を
今
一

度
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
／
市
役
所
農
林

振
興
課（
緯
６
６
４
倆
０
２
８
４
）

　
山
地
災
害
情
報
協
力
員
制
度
と

は
、
山
地
災
害
情
報
の
収
集
や
提

供
に
協
力
い
た
だ
く
方
を「
山
地

災
害
情
報
協
力
員
」と
し
て
兵
庫

県
知
事
が
認
定
し
て
い
る
も
の
で

す
。 

　
朝
来
農
林
振
興
事
務
所
管
内
で

は
　
名
（
養
父
市
で
は
　
名
、
朝

２５

１２

来
市
で
は
　
名
）の
方
々
が「
山
地

１３

正
史（
養
父
市
八
鹿
町
）
、７
月
　１２

日（
日
）＝
赤
松
亮（
豊
岡
市
九
日

市
）
、７
月
　

日（
日
）＝
中
沢
洋

２６

（
出
石
町
本
町
）

▼
診
療
時
間
／
午
前
９
時
～
午
後

５
時

▼
お
問
い
合
わ
せ
／
豊
岡
病
院

（
緯
０
７
９
６
倆
　
倆
６
１
１
１
）

２２

▼
と
き
／
６
月
　
日
（
日
）午
後
１

２８

時
　
分
会
場
、午
後
２
時
開
演

３０
▼
と
こ
ろ
／
八
鹿
文
化
会
館
ホ
ー

ル▼
お
問
い
合
わ
せ
／
大
封
香
代
子

さ
ん（
緯
６
６
６
倆
０
０
８
５
）　

▼
内
容
／
登
記
・
多
重
債
務
・
消

費
者
問
題
・
成
年
後
見
な
ど

▼
と
き
・
と
こ
ろ
／
７
月
４
日

（
土
）
＝
和
田
山
ジ
ュ
ピ
タ
ー
ホ
ー

ル
、
７
月
　
日
（
土
）＝
浜
坂
多
目

１１

的
集
会
施
設
、
７
月
　
日（
土
）
＝

１８

豊
岡
市
民
会
館
中
会
議
室

※
い
ず
れ
も
午
後
１
時
～
４
時

※
予
約
制
で
す
。

▼
予
約
／
兵
庫
県
司
法
書
士
会
但

馬
支
部（
緯
６
７
６
倆
３
３
６
８
）

2
6
6
）

　
視
覚
障
害
者
の
生
活
が
よ
り
便

利
に
快
適
に
送
れ
る
た
め
の
福
祉

機
器
や
便
利
グ
ッ
ズ
を
展
示
し
ま

す
。

▼
と
き
／
７
月
　
日
（
日
）
正
午

２６

～
午
後
４
時

▼
と
こ
ろ
／
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ
市

民
活
動
室
Ｃ
、
Ｄ

▼
参
加
料
／
無
料

▼
お
問
い
合
わ
せ
／
Ｊ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
兵

庫
県
支
部
（
緯
０
７
８
倆
９
２
４

倆
６
６
９
６
）

▼
６
月
の
日
程
／
６
月
　
日（
日
）

１４

▼
担
当
医
師
／
片
山
キ
ッ
ズ
ク
リ

ニ
ッ
ク
（
神
戸
市
灘
区
）
医
師

▼
診
療
時
間
／
午
前
８
時
　
分
～

３０

午
後
５
時
　
分
１５

※
救
急
患
者
さ
ん
以
外
で
も
お
受

け
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
／
八
鹿
病
院
小

児
科
（
緯
６
６
２
倆
５
５
５
５
）

▼
７
月
の
日
程
と
担
当
医
師（
敬

称
略
）／
７
月
５
日（
日
）＝
國
屋

お
知
ら
せ

創
立
　
周
年
記
念

４５

「
八
鹿
バ
レ
エ
教
室
発
表
会
」

６
月
は
「
豊
か
な
村
を
災
害
か
ら

守
る
月
間
」
で
す

「
山
地
災
害
情
報
協
力
員
制
度
」

　
の
紹
介

「
養
父
市
公
民
館
図
書
室
ネ
ッ

　
ト
ワ
ー
ク
事
業
」
に
つ
い
て

司
法
書
士
に
よ
る
市
民
生
活

無
料
相
談
会
を
開
催

「
プ
チ
☆
ア
イ
フ
ェ
ス
タ
　
豊
岡
」「
網
膜

in

色
素
変
性
症
患
者
・
家
族
交
流
会
」を
開
催

豊
岡
病
院
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
地
域
連
携
小
児
休
日
救
急
診
療
」



1155 市広報やぶ　２ ０ ０ ９年６月

　（ 一　般 ） 

事業内容年　齢職　　種

食堂・レストラン不問サービススタッフ

老人福祉・介護事業不問理学療法士

老人福祉・介護事業不問看護スタッフ

病院不問介護職員

児童福祉事業不問保育士

その他の社会保険・社会福
祉・介護事業

不問居宅介護支援専門部員

農業用機械製造業３０歳以下試験研究部員

農業用機械製造業３５歳以下研究開発部員

病院不問理学療法士

病院不問作業療法士

病院不問言語聴覚士　

食堂・レストラン不問調理補助兼洗場

畜産食料品製造業４０歳以下配達要員

警備業不問交通誘導警備員

老人福祉・介護事業不問ケアマネージャー

老人福祉・介護事業不問生活相談員

警備業４０歳以下機械警備要員

病院不問管理栄養士・栄養士

　（ 一　般 ） 

事業内容年　齢職　　種

他に分類されない事業サー
ビス業

不問有機農業

旅館・ホテル不問調理師（要経験）

電気工事業不問
電気工事（短期アル
バイト）

その他の機械器具卸売業３９歳以下営業販売

セメント・同製品製造業３０歳以下製造工

他に分類されない小売業不問販売員

他に分類されない事業サー
ビス業

不問
パソコン教育指導補
助員

老人福祉・介護事業不問介護スタッフ

土木工事業不問一般事務

医薬品・化粧品等卸売業不問ビューティカウンセラー

銀行不問窓口受付

一般診療所不問看護師

一般診療所不問視能訓練士（要資格）

建築工事業４０歳以下現場監督

畜産食料品製造業４０歳以下配達要員・ルート営業

警備業不問警備員

食堂・レストラン４０歳以下ホールスタッフ　

パン・菓子製造業３０歳以下製造（洋菓子）

◎お問い合わせ／豊岡公共職業安定所八鹿出張所（緯  ６６２崖２２１７）
※内容は５月２２日現在、区分は一般のみ掲載。市　内　求　人　情　報市　内　求　人　情　報

ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＡＥＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤ設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所設置場所ののののののののののののののののののののの

　養父市では、安全で安心なまちづくりを進めるため、ＡＥＤの普

及を推進しています。

　市内の公共施設にはＡＥＤを設置していますが、事業所や団体、

個人などで設置しておられる方の把握ができておりません。

　ＡＥＤの使用と設置場所の公表について承諾いただける事業所等

がありましたら、情報提供書に記入の上、市役所健康課へお知らせ

ください。（設置施設公表実施要綱はＨＰに掲載しており、情報提供

書は養父市ＨＰよりダウンロードできます。）

　情報提供をいただきましたら標章（右記参照）をお渡しいたします

ので掲示をお願いします。

　標章の掲示場所は、市のホームページやＣＡＴＶで公表します。

　心停止（心室細動）状態となった場合に電気ショックを与えて延命することができる器械のこと

をいいます。

　現場に居合わせた人が、心臓マッサージと併せてＡＥＤによる電気ショックなどの心肺蘇生法

を適切に行なうことで、救命率は格段に高くなることが報告されています。

　ニュースでも報道されみなさんご存知のことと思いますが、「東京マラソン２００９」では、心肺停

止になったランナーが、ＡＥＤによる応急処置で一命を取りとたケースもありました。

ＡＥＤ（自動式体外式除細動器）とは、

【問合せ先】市役所健康課　６６２－３１６７

公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表ににににににににににににににににににににごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだささささささささささささささささささささ公表にご協力くださいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概

標章のイメージ図

　地域行事、スポーツ大会、各種イベントなどへのAED貸し出しも

行なっています。

　ご希望の方は健康課までお問い合わせください。


